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議案第 ３４ 号  

  

周南市支所設置条例及び周南市水道事業及び下水道事業の設置等に関す 

る条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市支所設置条例及び周南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和４年２月２２日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子  

 

周南市支所設置条例及び周南市水道事業及び下水道事業の設置等に関す 

る条例の一部を改正する条例 

（周南市支所設置条例の一部改正） 

第１条 周南市支所設置条例（平成15年周南市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

別表周南市久米支所の項支所の所管区域の欄を次のように改める。 

周南市大字久米（櫛浜支所の所管区域を除く。）、譲羽 

周南市久米中央一丁目、久米中央二丁目、久米中央三丁目、久米中央四丁目、

久米中央五丁目 

（周南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 周南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成22年周南市条例

第31号）の一部を次のように改正する。 

別表第１周南市水道事業の項給水区域の欄中「城ヶ丘五丁目」の次に「、久米

中央一丁目、久米中央二丁目、久米中央三丁目、久米中央四丁目、久米中央五丁

目」を加える。 

附 則 

この条例は、令和４年３月19日から施行する。 
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（参  考）  

周南市支所設置条例新旧対照表（第１条の改正）  

現行  改正案  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  

支所の名称  支所の位置  支所の所管区域  

（略）  

周 南 市 久 米 支

所  

周 南 市 大 字 久 米

2812番地の１  

周 南 市 大 字 久 米 （ 櫛 浜 支

所 の 所 管 区 域 を 除

く。）、譲羽  

（略）  
 

支所の名称  支所の位置  支所の所管区域  

（略）  

周 南 市 久 米 支

所  

周 南 市 大 字 久 米

2812番地の１  

周 南 市 大 字 久 米 （ 櫛 浜 支

所 の 所 管 区 域 を 除

く。）、譲羽  

周 南 市 久 米 中 央 一 丁 目 、

久 米 中 央 二 丁 目 、 久 米 中

央 三 丁 目 、 久 米 中 央 四 丁

目、久米中央五丁目  

（略）  
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周南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例新旧対照表（第２条の改正）  

現行  改正案  

別表第１（第４条関係）  別表第１（第４条関係）  

事業名  給水区域  計画給

水人口  

計画１

日最大

給水量  

周 南 市

水 道 事

業  

周 南 市 大 字 櫛 ヶ 浜 、 鼓 海 一 丁

目、鼓海二丁目、鼓海三丁目、

二番町一丁目、二番町二丁目、

二番町三丁目、三番町一丁目、

三番町二丁目、三番町三丁目、

毛利町一丁目、毛利町二丁目、

毛利町三丁目、児玉町一丁目、

児玉町二丁目、児玉町三丁目、

岐山通一丁目、岐山通二丁目、

岐山通三丁目、弥生町一丁目、

弥生町二丁目、弥生町三丁目、

月丘町一丁目、月丘町二丁目、

月丘町三丁目、月丘町四丁目、

梅園町一丁目、梅園町二丁目、

梅園町三丁目、辻町、岐南町、

花畠町、鐘楼町、岡田町、緑町

一丁目、緑町二丁目、緑町三丁

目、今宿町一丁目、今宿町二丁

132,000

人  

62,300

立 方 メ

ートル  

事業名  給水区域  計画給

水人口  

計画１

日最大

給水量  

周 南 市

水 道 事

業  

周 南 市 大 字 櫛 ヶ 浜 、 鼓 海 一 丁

目、鼓海二丁目、鼓海三丁目、

二番町一丁目、二番町二丁目、

二番町三丁目、三番町一丁目、

三番町二丁目、三番町三丁目、

毛利町一丁目、毛利町二丁目、

毛利町三丁目、児玉町一丁目、

児玉町二丁目、児玉町三丁目、

岐山通一丁目、岐山通二丁目、

岐山通三丁目、弥生町一丁目、

弥生町二丁目、弥生町三丁目、

月丘町一丁目、月丘町二丁目、

月丘町三丁目、月丘町四丁目、

梅園町一丁目、梅園町二丁目、

梅園町三丁目、辻町、岐南町、

花畠町、鐘楼町、岡田町、緑町

一丁目、緑町二丁目、緑町三丁

目、今宿町一丁目、今宿町二丁

132,000

人  

62,300

立 方 メ

ートル  
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現行  改正案  

目、今宿町三丁目、今宿町四丁

目、初音町一丁目、初音町二丁

目、初音町三丁目、相生町一丁

目、相生町二丁目、相生町三丁

目、沖見町一丁目、沖見町二丁

目、沖見町三丁目、新宿通一丁

目、新宿通二丁目、新宿通三丁

目、新宿通四丁目、新宿通五丁

目、新宿通六丁目、西松原一丁

目、西松原二丁目、西松原三丁

目、西松原四丁目、南浦山町、

新地一丁目、新地二丁目、新地

三丁目、江口一丁目、江口二丁

目、江口三丁目、原宿町、今住

町、住吉町、蓮ヶ浴一丁目、蓮

ヶ浴二丁目、東北山一丁目、東

北山二丁目、北山一丁目、北山

二丁目、御山町、浦山一丁目、

浦山二丁目、戎町一丁目、戎町

二丁目、戎町三丁目、野上町一

丁目、野上町二丁目、都町一丁

目、都町二丁目、都町三丁目、

本町一丁目、本町二丁目、栄町

一丁目、栄町二丁目、有楽町、

目、今宿町三丁目、今宿町四丁

目、初音町一丁目、初音町二丁

目、初音町三丁目、相生町一丁

目、相生町二丁目、相生町三丁

目、沖見町一丁目、沖見町二丁

目、沖見町三丁目、新宿通一丁

目、新宿通二丁目、新宿通三丁

目、新宿通四丁目、新宿通五丁

目、新宿通六丁目、西松原一丁

目、西松原二丁目、西松原三丁

目、西松原四丁目、南浦山町、

新地一丁目、新地二丁目、新地

三丁目、江口一丁目、江口二丁

目、江口三丁目、原宿町、今住

町、住吉町、蓮ヶ浴一丁目、蓮

ヶ浴二丁目、東北山一丁目、東

北山二丁目、北山一丁目、北山

二丁目、御山町、浦山一丁目、

浦山二丁目、戎町一 丁目、戎町

二丁目、戎町三丁目、野上町一

丁目、野上町二丁目、都町一丁

目、都町二丁目、都町三丁目、

本町一丁目、本町二丁目、栄町

一丁目、栄町二丁目、有楽町、
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現行  改正案  

代々木通一丁目、代々木通二丁

目、御幸通一丁目、御幸通二丁

目、桜馬場通一丁目、桜馬場通

二丁目、桜馬場通三丁目、新町

一丁目、新町二丁目、若宮町一

丁目、若宮町二丁目、銀南街、

みなみ銀座一丁目、みなみ銀座

二丁目、平和通一丁目、平和通

二丁目、銀座一丁目、銀座二丁

目、昭和通一丁目、昭和通二丁

目、飯島町一丁目、飯島町二丁

目、糀町一丁目、糀町二丁目、

川端町一丁目、川端町二丁目、

柳町、橋本町一丁目、橋本町二

丁 目 、 速 玉 町 、 河 東 町 、 慶 万

町、舞車町、東山町、松保町、

若草町、新宮町、青山町、上遠

石 町 、 遠 石 一 丁 目 、 遠 石 二 丁

目、遠石三丁目、五月町、横浜

町、宮前町、由加町、御影町、

権現町、入船町、徳山港町、千

代田町、築港町、住崎町、那智

町、晴海町、清水町、泉原町、

楠木一丁目、楠木二丁目、大内

代々木通一丁目、代々木通二丁

目、御幸通一丁目、御幸通二丁

目、桜馬場通一丁目、桜馬場通

二丁目、桜馬場通三丁目、新町

一丁目、新町二丁目、若宮町一

丁目、若宮町二丁目、銀南街、

みなみ銀座一丁目、みなみ銀座

二丁目、平和通一丁目、平和通

二丁目、銀座一丁目、銀座二丁

目、昭和通一丁目、昭和通二丁

目、飯島町一丁目、飯島町二丁

目、糀町一丁目、糀町二丁目、

川端町一丁目、川端町二丁目、

柳町、橋本町一丁目、橋本町二

丁 目 、 速 玉 町 、 河 東 町 、 慶 万

町、舞車町、東山町、松保町、

若草町、新宮町、青山町、上遠

石 町 、 遠 石 一 丁 目 、 遠 石 二 丁

目、遠石三丁目、五月町、横浜

町、宮前町、由加町、御影町、

権現町、入船町、徳山港町、千

代田町、築港町、住崎町、那智

町、晴海町、清水町、泉原町、

楠木一丁目、楠木二丁目、大内
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現行  改正案  

町、扇町、秋月一丁目、秋月二

丁 目 、 秋 月 三 丁 目 、 周 陽 一 丁

目、周陽二丁目、周陽三丁目、

江の宮町、瀬戸見町、花陽一丁

目、花陽二丁目、孝田町、桜木

一丁目、桜木二丁目、桜木三丁

目、城ヶ丘一丁目、城ヶ丘二丁

目、城ヶ丘三丁目、城ヶ丘四丁

目 、 城 ヶ 丘 五 丁 目 、 川 崎 一 丁

目、土井一丁目、土井二丁目、

宮の前一丁目、宮の前二丁目、

中央町、政所一丁目、政所二丁

目、政所三丁目、政所四丁目、

桶川町、清水一丁目、清水二丁

目、古川町、川手一丁目、川手

二丁目、西千代田町、古市一丁

目、古市二丁目、古泉一丁目、

古泉二丁目、古泉三丁目、花園

町、野村一丁目、野村二丁目、

野村三丁目、椎木町、道源町、

三笹町、温田一丁目、温田二丁

目、富田一丁目、富田二丁目、

日地町、平野一丁目、平野二丁

目、浜田一丁目、港町、小川屋

町、扇町、秋月一丁目、秋月二

丁 目 、 秋 月 三 丁 目 、 周 陽 一 丁

目、周陽二丁目、周陽三丁目、

江の宮町、瀬戸見町、花陽一丁

目、花陽二丁目、孝田町、桜木

一丁目、桜木二丁目、桜木三丁

目、城ヶ丘一丁目、城ヶ丘二丁

目、城ヶ丘三丁目、城ヶ丘四丁

目、城ヶ丘五丁目、久米中央一

丁目、久米中央二丁目、久米中

央三丁目、久米中央四丁目、久

米中央五丁目、川崎一丁目、土

井一丁目、土井二丁目、宮の前

一 丁 目 、 宮 の 前 二 丁 目 、 中 央

町、政所一丁目、政所二丁目、

政所三丁目、政所四丁目、桶川

町、清水一丁目、清水二丁目、

古川町、川手一丁目、川手二丁

目、西千代田町、古市一丁目、

古市二丁目、古泉一丁目、古泉

二丁目、古泉三丁目、花園町、

野村一丁目、野村二丁目、野村

三丁目、椎木町、道源町、三笹

町、温田一丁目、温田二丁目、
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現行  改正案  

町、新堤町、大神二丁目、大神

三丁目、大神四丁目、開成町、

臨海町、竹島町、野村南町、渚

町、福川二丁目、福川三丁目、

社地町、福川中市町、上迫町、

本陣町、若山一丁目、御姫町、

新地町、西桝町、新田一丁目、

新田二丁目、福川南町、羽島一

丁 目 、 羽 島 二 丁 目 、 羽 島 三 丁

目、かせ河原町、中畷町、室尾

一 丁 目 、 室 尾 二 丁 目 、 大 字 中

村、大字安田、清光台町、新清

光台一丁目、新清光台二丁目、

新清光台三丁目、新清光台四丁

目、勝間ヶ丘一丁目、勝間ヶ丘

二丁目、勝間ヶ丘三丁目、藤ヶ

台一丁目、藤ヶ台二丁目、呼坂

本町、熊毛中央町、高水原一丁

目、高水原二丁目、高水原三丁

目、鶴見台一丁目、鶴見台二丁

目、鶴見台三丁目、鶴見台四丁

目、鶴見台五丁目、鶴見台六丁

目  

（略）  
 

富田一丁目、富田二丁目、日地

町、平野一丁目、平野二丁目、

浜田一丁目、港町、小川屋町、

新堤町、大神二丁目、大神三丁

目、大神四丁目、開成町、臨海

町、竹島町、野村南町、渚町、

福川二丁目、福川三丁目、社地

町、福川中市町、上迫町、本陣

町、若山一丁目、御姫町、新地

町、西桝町、新田一丁目、新田

二 丁 目 、 福 川 南 町 、 羽 島 一 丁

目、羽島二丁目、羽島三丁目、

かせ河原町、中畷町、室尾一丁

目、室尾二丁目、大字中村、大

字安田、清光台町、新清光台一

丁目、新清光台二丁目、新清光

台三丁目、新清光台四丁目、勝

間 ヶ 丘 一 丁 目 、 勝 間 ヶ 丘 二 丁

目、勝間ヶ丘三丁目、藤ヶ台一

丁 目 、 藤 ヶ 台 二 丁 目 、 呼 坂 本

町 、 熊 毛 中 央 町 、 高 水 原 一 丁

目、高水原二丁目、高水原三丁

目、鶴見台一丁目、鶴見台二丁

目、鶴見台三丁目、鶴見台四丁
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現行  改正案  

目、鶴見台五丁目、鶴見台六丁

目  

（略）  
 

 


